
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会 

令
和
六
年
四
月
二
十
五
日 

 

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。 

 一 

政
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
旅
費
に
つ
い
て
は
、
宿
泊
料
に
係
る
上
限
額
の
設
定
方
法
次
第
で
は
現
行
制
度
の
場
合
と
比

較
し
て
支
給
額
が
増
加
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
年
度
ご
と
に
旅
費
総
額
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
適
切
な
実
費
弁

償
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
策
を
講
じ
る
な
ど
不
正
防
止
や
冗
費
節
約
の
観
念
を
損
な
う
こ

と
な
く
国
費
の
適
正
な
支
出
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
制
度
に
係
る
業
務
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
働
き
方
改
革
の
観
点
か
ら
、
更
な
る
事
務
負
担
軽
減

を
図
る
べ
く
、
不
断
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


